
１. 業 務 名 ： 中央卸売市場アスベスト含有材除去業務

２. 履 行 場 所 ： 沖縄県中央卸売市場内

３. 履 行 期 間 ： 契約締結後令和７年３月20日まで

４. 一 般 事 項

(1) 本特記仕様書は、本市場が発注する中央卸売市場アスベスト含有材除去業務に適用する。

　本業務は中央卸売市場中央棟の配管保温材のエルボ部分に含まれるアスベストを撤去

し、産業廃棄物として処分することを目的とする。

(2) 本業務は、本特記仕様書のほか担当係員の指示等に基づき、関連法令を遵守し、

安全かつ誠実に履行すること。

(3) 本業務を履行するに当たり、本特記仕様書に記載なきも、機能上体裁上必要と

思われる事項及び軽微な変更は請負代金の増減にはならないものとする。

(4) 本業務を履行するに当たり、担当者及び入居事業者との連絡調整を充分に行い、

本市場業務に迷惑をかけないように実施すること。

(5) 本業務に疑義が生じた場合は、発注者と調整を図るものとする。

５. 業 務 箇 所 ： 別図に示す。

６． 作業責任者 ： 作業責任者を選任し、届け出ること。

７． 官公署の手続き 　アスベスト除去に伴う保健所その他官公署への手続きは受託者が行い、その費用

は受託者が負担する。

８． 提 出 書 類 ： 以下の書類を一部提出するものとする。

(1) 契約後提出資料

・ 作業計画書

・ 作業責任者届

(2) 現場作業完了後提出資料

・ 　作業報告書

　写真（作業前、作業中および完了がわかる写真）

(3) その他発注者が指示するもの
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９． 数量変更 契約後アスベスト含有箇所が当初想定よりも多い場合は、発注者と受託者が協議の上

契約変更できることとする。


